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設置許可基準規則等への基準適合について

第16条（燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設）
本資料の位置付け

・まとめ資料より，ヒアリングにて口頭でご説明申し上げる箇所を抜粋し
たもの。

・本資料中の[〇〇]は，当該記載の抜粋元として，まとめ資料のページ
番号「16条－〇〇」を示している。

：枠囲みの内容は機密情報に属しますので公開できません。
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